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12月定例会議決結果
　12月定例会の議案のうち、29年度補正予算議案等の市長提出議案22件、請願１件は各常任委員会でそれぞれ審査（人事議
案は常任委員会で審査せず、初日に採決）した後、また議会提出議案１件は直接、本会議において下記のとおり議決しまし
た。
（各委員会審査状況は16ページから17ページをご参照ください。）
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人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ー 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

条例の制定

新発田市食品工業団地造成事業基金条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

条例の一部改正

新発田市職員の育児休業等に関する条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市税条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市国民健康保険税条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市営住宅条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田駅前複合施設設置及び管理に関する条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市建築関係手数料条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市国保紫雲寺診療所の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

29年度補正予算

一般会計（第３号）（専決） 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

一般会計（第４号） 分割付託 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

介護保険事業特別会計（第３号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

後期高齢者医療特別会計（第３号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

農業集落排水事業特別会計（第３号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

下水道事業特別会計（第３号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

西部工業団地造成事業特別会計（第１号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

食品工業団地造成事業特別会計（第１号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

その他

権利の放棄について 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

下越障害福祉事務組合規約の変更について 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

市町の境界変更について 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

字の変更について 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

公の施設に係る指定管理者の指定について（新発田市ふれあいセンター桜館、新発田市
農畜産物等販売所やまざくら） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

財産の取得について（中型路線バス車両） 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0
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基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書 ー 可決 ○ ○ ○ ○ × × 20 5

請願 基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書採択の請願書 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ × × 20 5

※１  「総務｣　　：総務常任委員会
　　 「社会文教｣：社会文教常任委員会
　　 「経済建設｣：経済建設常任委員会
　　 「分割付託｣：各常任委員会に分割して付託されたもの
　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決
※２ 「可決｣： 全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決した

もの
　　 「否決｣： 賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

※３　｢○｣： 会派構成議員全員がその議案等に対して賛成したもの
　　　｢×｣： 会派構成議員全員がその議案等に対して「賛成以外」のもの
※４　 議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加す

る全議員数は26人です。ただし、12月25日の本会議最終日に、小川徹議員
が欠席したため、本会議最終日に採決した市長提出議案、議会提出議案、
請願の表決参加議員は、25人です。


